
船舶事故調査報告書 

平成２９年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月１５日 ０９時３２分ごろ 

発生場所 香川県坂出
さかいで

市坂出港北方沖（備讃瀬戸東航路） 

 小瀬
こ せ

居
い

島灯台から真方位０５６°１.１海里付近 

 （概位 北緯３４°２３.１′ 東経１３３°５２.１′） 

事故の概要  貨物船HONG
ホ ン

 QIAO
チ ア オ

は、東北東進中、また、漁船長
ちょう

裕
ゆう

丸は、南進中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年７月１９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 HONG QIAO（ベリーズ籍）、１,９７２トン 

   ９３９０８００（ＩＭＯ番号）、HONG QIAO SHIPPING CO., LTD 

Ｂ 漁船 長裕丸、４.７３トン 

   ＫＡ３－１５９９０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（ベリーズ発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首外板が脱落 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風速 約７.５m/s、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期、潮流 東流約１.５ノット(kn) 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１０人（中華人民共和国籍９人、ベトナム共和

国籍１人）が乗り組み、船長Ａが操船指揮をとり、約１１.５knの対

地速力で備讃瀬戸東航路を東北東進していた。 

 船長Ａは、Ｂ船を視認した後、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過するもの

と思い、航行を続けていたところ、Ｂ船が至近に迫り、Ｂ船との衝突

の危険を感じて右舵一杯としたが、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、機関のクラッチが前進に入って

いることに気付かないで、前部甲板で魚の選別作業をしながら南進し

ていたところ、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過するものと思い、Ｂ

船に対する見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船と衝突の

おそれのある態勢で接近していることに気付くのが遅れたものと考え

られる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、前部甲板で魚の選別作業をしていて、周囲の見

張りを適切に行っていなかったことから、接近するＡ船に気付かなか



ったものと考えられる。 

原因  本事故は、備讃瀬戸東航路において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が南

進中、船長Ａが、Ｂ船に対する見張りを適切に行っておらず、また、

船長Ｂが、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船と接近する場合には、適切な時機に衝突を避けるための動作

をとること。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

 


